
山
梨
県
公
報
　
　
第
八
十
号
　
　
令
和
二
年
三
月
十
六
日

毎
週
二
回
発
行
月
曜
日
木
曜
日
　
定
価（
消
費
税
込
）一
箇
年
　
一
七
、二
八
〇
円
（
郵
送
料
を
含
む
。）

一
一
九

山
梨
県
公
報

第
八
十
号

令
和
二
年三

月
十
六
日

月　曜　日

目

次

告

示

○
道
路
の
区
域
変
更
（
二
件
）	

一
一
九

○
道
路
の
供
用
開
始
（
二
件
）	

一
一
九

○
収
入
証
紙
売
り
さ
ば
き
人
か
ら
の
廃
止
の
届
出	

一
二
〇

○
令
和
二
年
度
に
お
け
る
物
品
等
の
特
定
調
達
契
約
に
係
る
一
般
競
争
入
札
又
は
指
名
競

　

争
入
札
に
参
加
す
る
者
に
必
要
な
資
格
等　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

	

一
二
〇

公

告

○
換
地
計
画
の
決
定
（
三
件
）	

一
二
一

告　
　
　

示

山
梨
県
告
示
第
七
十
五
号

道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
道

路
の
区
域
を
変
更
す
る
。
そ
の
関
係
図
面
は
、
山
梨
県
県
土
整
備
部
道
路
管
理
課
及
び
富
士
・
東
部
建

設
事
務
所
（
吉
田
支
所
を
除
く
。
）
に
お
い
て
、
こ
の
告
示
の
日
か
ら
令
和
二
年
四
月
六
日
ま
で
一
般

の
縦
覧
に
供
す
る
。

令
和
二
年
三
月
十
六
日

山
梨
県
知
事　
　

長　
　

崎　
　

幸
太
郎

一　

道
路
の
種
類　

一
般
国
道

二　

路　

線　

名　

百
三
十
九
号

三　

道
路
の
区
域

区　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

間

旧
新
の
別

敷
地
の
幅
員

（
メ
ー
ト
ル
）

延　
　
　

長

（
メ
ー
ト
ル
）

大
月
市
七
保
町
瀬
戸
字
宮
原
一
〇
一
七
番
六
地
先

か
ら
大
月
市
七
保
町
瀬
戸
字
宮
原
九
五
五
番
三
地
先
ま

で

旧

一
四
・
五
～

　
　
　

一
九
・
三

二
二
・
一

新

一
五
・
三
～

　
　
　

二
二
・
五

二
二
・
一

山
梨
県
告
示
第
七
十
六
号

道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
道

路
の
区
域
を
変
更
す
る
。
そ
の
関
係
図
面
は
、
山
梨
県
県
土
整
備
部
道
路
管
理
課
及
び
富
士
・
東
部
建

設
事
務
所
（
吉
田
支
所
を
除
く
。
）
に
お
い
て
、
こ
の
告
示
の
日
か
ら
令
和
二
年
四
月
六
日
ま
で
一
般

の
縦
覧
に
供
す
る
。

令
和
二
年
三
月
十
六
日

山
梨
県
知
事　
　

長　
　

崎　
　

幸
太
郎

一　

道
路
の
種
類　

一
般
国
道

二　

路　

線　

名　

百
三
十
九
号

三　

道
路
の
区
域

区　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

間

旧
新
の
別

敷
地
の
幅
員

（
メ
ー
ト
ル
）

延　
　
　

長

（
メ
ー
ト
ル
）

北
都
留
郡
小
菅
村
字
梅
木
久
保
二
七
五
六
番
一
二

地
先
か
ら

北
都
留
郡
小
菅
村
字
梅
木
久
保
二
七
五
六
番
一
六

地
先
ま
で

旧

一
一
・
〇
～

　
　
　

二
三
・
五

四
一
・
六

新

一
三
・
九
～

　
　
　

五
九
・
七

四
一
・
六

山
梨
県
告
示
第
七
十
七
号

道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
八
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
道

路
の
供
用
を
開
始
す
る
。
そ
の
関
係
図
面
は
、
山
梨
県
県
土
整
備
部
道
路
管
理
課
及
び
峡
東
建
設
事
務

所
に
お
い
て
、
こ
の
告
示
の
日
か
ら
令
和
二
年
四
月
六
日
ま
で
一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。

令
和
二
年
三
月
十
六
日

山
梨
県
知
事　
　

長　
　

崎　
　

幸
太
郎

道
路
の

種
類

路　

線　

名

区　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

間

延　
　
　

長

（
メ
ー
ト
ル
）

供
用
開
始
の

期
日

県
道

三
日
市
場

南
線

山
梨
市
小
原
西
字
梅
木
田
八
二
二
番

二
地
先
か
ら

山
梨
市
小
原
西
字
今
田
一
一
〇
二
番

一
地
先
ま
で

一
一
四
・
五

令
和
二
年
三

月
十
六
日

山
梨
県
告
示
第
七
十
八
号

道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
八
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
道



山
梨
県
公
報
　
　
第
八
十
号
　
　
令
和
二
年
三
月
十
六
日

一
二
〇

令
和
二
年
三
月
十
六
日

山
梨
県
知
事　
　

長　
　

崎　
　

幸
太
郎

一　

競
争
入
札
に
参
加
す
る
こ
と
が
で
き
る
者　

競
争
入
札
に
参
加
す
る
こ
と
が
で
き
る
者
は
、
次
の

い
ず
れ
に
も
該
当
し
な
い
者
で
、
競
争
入
札
の
参
加
資
格
に
関
す
る
審
査
（
以
下
「
資
格
審
査
」
と

い
う
。
）
を
受
け
、
資
格
を
有
す
る
と
認
め
ら
れ
た
も
の
と
す
る
。

1　

令
第
百
六
十
七
条
の
四
第
一
項
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
者

2　

令
第
百
六
十
七
条
の
四
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
競
争
入
札
に
参
加
さ
せ
な
い
こ
と
と
さ
れ
た
者

で
あ
っ
て
、
同
項
の
規
定
に
よ
り
定
め
ら
れ
た
期
間
を
経
過
し
て
い
な
い
も
の

3　

暴
力
団
員
に
よ
る
不
当
な
行
為
の
防
止
等
に
関
す
る
法
律
（
平
成
三
年
法
律
第
七
十
七
号
）
第

二
条
第
六
号
に
規
定
す
る
暴
力
団
員
（
以
下
「
暴
力
団
員
」
と
い
う
。
）
又
は
法
人
で
あ
っ
て
そ

の
役
員
が
暴
力
団
員
で
あ
る
も
の
（
令
第
百
六
十
七
条
の
四
第
一
項
第
三
号
に
該
当
す
る
者
を
除

く
。
）

4　

営
業
に
関
し
許
可
、
認
可
等
が
必
要
と
さ
れ
る
場
合
に
お
い
て
、
こ
れ
ら
を
受
け
て
い
な
い
者

5　

資
格
審
査
の
申
請
を
行
う
日
の
属
す
る
月
の
初
日
に
お
い
て
、
引
き
続
き
二
年
以
上
営
業
を
営

ん
で
い
な
い
者

二　

資
格
審
査
の
申
請
の
方
法

1　

資
格
審
査
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
（
以
下
「
申
請
者
」
と
い
う
。
）
は
、
物
品
等
競
争
入
札
参

加
資
格
審
査
申
請
書
（
第
一
号
様
式
）
（
以
下
「
申
請
書
」
と
い
う
。
）
に
次
に
掲
げ
る
書
類
を

添
付
し
て
、
知
事
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

㈠　

営
業
経
歴
書
（
第
二
号
様
式
）

㈡　

法
人
の
登
記
事
項
証
明
書
（
法
人
の
場
合
）

㈢　

身
分
証
明
書
（
個
人
の
場
合
）

㈣　

印
鑑
証
明
書

㈤　

財
務
諸
表
（
法
人
に
あ
っ
て
は
申
請
書
提
出
日
の
直
前
の
貸
借
対
照
表
及
び
損
益
計
算
書
、

個
人
に
あ
っ
て
は
申
請
書
提
出
日
の
直
前
に
提
出
し
た
所
得
税
確
定
申
告
書
の
写
し
）

㈥　

納
税
証
明
書
（
申
請
書
提
出
日
の
直
前
の
全
て
の
県
税
及
び
消
費
税
に
係
る
も
の
）

㈦　

契
約
に
関
し
営
業
所
等
に
権
限
が
委
任
さ
れ
て
い
る
場
合
は
、
そ
の
委
任
状

㈧　

営
業
に
関
し
許
可
、
認
可
等
が
必
要
と
さ
れ
る
場
合
は
、
そ
れ
を
証
明
す
る
書
面

㈨　

役
員
等
名
簿
（
第
三
号
様
式
）

㈩　

誓
約
書
（
第
四
号
様
式
）

2　

申
請
書
及
び
添
付
書
類
は
、
七
に
掲
げ
る
場
所
に
あ
ら
か
じ
め
連
絡
の
上
持
参
す
る
こ
と
。

3　

申
請
書
及
び
添
付
書
類
は
、
日
本
語
で
作
成
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

三　

資
格
の
有
効
期
限　

資
格
の
有
効
期
限
は
、
資
格
を
認
定
し
た
日
か
ら
令
和
三
年
三
月
三
十
一
日

ま
で
と
す
る
。

路
の
供
用
を
開
始
す
る
。
そ
の
関
係
図
面
は
、
山
梨
県
県
土
整
備
部
道
路
管
理
課
及
び
峡
南
建
設
事
務

所
に
お
い
て
、
こ
の
告
示
の
日
か
ら
令
和
二
年
四
月
六
日
ま
で
一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。

令
和
二
年
三
月
十
六
日

山
梨
県
知
事　
　

長　
　

崎　
　

幸
太
郎

道
路
の

種
類

路　

線　

名

区　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

間

延　
　
　

長

（
メ
ー
ト
ル
）

供
用
開
始
の

期
日

県
道

高
下
鰍
沢
線

南
巨
摩
郡
富
士
川
町
最
勝
寺
字
城
山

三
一
一
九
番
一
地
先
か
ら

南
巨
摩
郡
富
士
川
町
最
勝
寺
字
城
山

三
一
一
九
番
一
地
先
ま
で

一
八
・
〇

令
和
二
年
三

月
十
六
日

山
梨
県
告
示
第
七
十
九
号

山
梨
県
収
入
証
紙
条
例
（
昭
和
三
十
九
年
山
梨
県
条
例
第
十
七
号
）
第
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り

指
定
し
た
山
梨
県
収
入
証
紙
売
り
さ
ば
き
人
か
ら
廃
止
の
届
出
が
あ
っ
た
。

令
和
二
年
三
月
十
六
日

山
梨
県
知
事　
　

長　
　

崎　
　

幸
太
郎

売
り
さ
ば
き
場
所

住　
　
　
　

所

氏　
　

名

廃　

止　

年　

月　

日

甲
府
市
太
田
町
九
番

一
号
（
中
北
保
健
福

祉
事
務
所
内
）

甲
府
市
太
田
町
九
番

一
号
（
中
北
保
健
福

祉
事
務
所
内
）

中
巨
摩
東
部
食

品
衛
生
協
会

会
長　

伊
藤
征

雄

令
和
二
年
三
月
二
十
七
日

山
梨
県
告
示
第
八
十
号

地
方
自
治
法
施
行
令
（
昭
和
二
十
二
年
政
令
第
十
六
号
。
以
下
「
令
」
と
い
う
。
）
第
百
六
十
七
条

の
五
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
令
和
二
年
度
に
お
い
て
県
が
発
注
す
る
物
品
の
購
入
、
製
造
の
請
負

そ
の
他
の
契
約
（
建
設
工
事
の
請
負
、
建
設
工
事
に
係
る
測
量
、
調
査
、
設
計
及
び
監
理
の
委
託
並
び

に
土
木
施
設
（
道
路
、
河
川
、
公
園
、
下
水
道
施
設
そ
の
他
別
に
定
め
る
施
設
を
い
う
。
）
の
維
持
管

理
業
務
に
つ
い
て
の
契
約
を
除
く
。
）
に
係
る
競
争
入
札
の
う
ち
、
地
方
公
共
団
体
の
物
品
等
又
は
特

定
役
務
の
調
達
手
続
の
特
例
を
定
め
る
政
令
（
平
成
七
年
政
令
第
三
百
七
十
二
号
）
の
規
定
が
適
用
さ

れ
る
調
達
契
約
に
係
る
一
般
競
争
入
札
又
は
指
名
競
争
入
札
（
以
下
「
競
争
入
札
」
と
い
う
。
）
に
参

加
す
る
者
に
必
要
な
資
格
等
に
つ
い
て
次
の
と
お
り
定
め
、
令
和
二
年
四
月
一
日
か
ら
適
用
す
る
。



山
梨
県
公
報
　
　
第
八
十
号
　
　
令
和
二
年
三
月
十
六
日

一
二
一

一　

縦
覧
書
類　

換
地
計
画
書
の
写
し

二　

縦
覧
期
間　

令
和
二
年
三
月
十
七
日
か
ら
同
年
四
月
十
四
日
ま
で

三　

縦
覧
場
所　

甲
斐
市
役
所

四　

審
査
請
求
期
間　

こ
の
公
告
の
日
か
ら
令
和
二
年
四
月
二
十
九
日
ま
で

五　

取
消
訴
訟
の
出
訴
期
間　

こ
の
公
告
の
日
か
ら
令
和
二
年
九
月
十
六
日
ま
で

◉　

換
地
計
画
の
決
定

土
地
改
良
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号
）
第
八
十
九
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
県

営
中
山
間
地
域
総
合
整
備
事
業
（
双
葉
北
部
地
区
第
一

－

三
工
区
）
の
換
地
計
画
を
定
め
た
の
で
、
同

条
第
四
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
八
十
七
条
第
五
項
の
規
定
に
よ
り
公
告
し
、
及
び
次
の
と
お
り

関
係
書
類
を
縦
覧
に
供
す
る
。
な
お
、
こ
の
公
告
に
係
る
決
定
に
対
し
て
不
服
が
あ
る
と
き
は
、
山
梨

県
知
事
に
審
査
請
求
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
ま
た
、
こ
の
公
告
に
係
る
決
定
に
つ
い
て
は
、
前
記
の

審
査
請
求
の
ほ
か
、
山
梨
県
を
被
告
と
し
て
、
取
消
し
の
訴
え
を
提
起
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

令
和
二
年
三
月
十
六
日

山
梨
県
知
事　
　

長　
　

崎　
　

幸
太
郎

一　

縦
覧
書
類　

換
地
計
画
書
の
写
し

二　

縦
覧
期
間　

令
和
二
年
三
月
十
七
日
か
ら
同
年
四
月
十
四
日
ま
で

三　

縦
覧
場
所　

甲
斐
市
役
所

四　

審
査
請
求
期
間　

こ
の
公
告
の
日
か
ら
令
和
二
年
四
月
二
十
九
日
ま
で

五　

取
消
訴
訟
の
出
訴
期
間　

こ
の
公
告
の
日
か
ら
令
和
二
年
九
月
十
六
日
ま
で

◉　

換
地
計
画
の
決
定

土
地
改
良
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号
）
第
八
十
九
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
県

営
中
山
間
地
域
総
合
整
備
事
業
（
双
葉
北
部
地
区
第
二
工
区
）
の
換
地
計
画
を
定
め
た
の
で
、
同
条
第

四
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
八
十
七
条
第
五
項
の
規
定
に
よ
り
公
告
し
、
及
び
次
の
と
お
り
関
係

書
類
を
縦
覧
に
供
す
る
。
な
お
、
こ
の
公
告
に
係
る
決
定
に
対
し
て
不
服
が
あ
る
と
き
は
、
山
梨
県
知

事
に
審
査
請
求
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
ま
た
、
こ
の
公
告
に
係
る
決
定
に
つ
い
て
は
、
前
記
の
審
査

請
求
の
ほ
か
、
山
梨
県
を
被
告
と
し
て
、
取
消
し
の
訴
え
を
提
起
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

令
和
二
年
三
月
十
六
日

山
梨
県
知
事　
　

長　
　

崎　
　

幸
太
郎

一　

縦
覧
書
類　

換
地
計
画
書
の
写
し

二　

縦
覧
期
間　

令
和
二
年
三
月
十
七
日
か
ら
同
年
四
月
十
四
日
ま
で

三　

縦
覧
場
所　

甲
斐
市
役
所

四　

審
査
請
求
期
間　

こ
の
公
告
の
日
か
ら
令
和
二
年
四
月
二
十
九
日
ま
で

四　

変
更
等
の
届
出　

申
請
書
の
提
出
後
に
、
次
に
掲
げ
る
事
項
に
変
更
が
あ
っ
た
と
き
又
は
営
業
を

休
止
し
、
若
し
く
は
廃
止
し
た
と
き
は
、
速
や
か
に
そ
の
旨
を
知
事
に
届
け
出
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

1　

商
号
又
は
名
称

2　

代
表
者
、
役
員
又
は
代
理
人

3　

所
在
地
又
は
住
所

4　

印
鑑

5　

そ
の
他
営
業
に
関
し
重
要
な
事
項

五　

資
格
の
取
消
し　

知
事
は
、
資
格
を
有
す
る
と
認
め
ら
れ
た
者
が
次
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
と

き
は
、
当
該
資
格
を
取
り
消
す
こ
と
が
で
き
る
。

1　

一
1
か
ら
5
ま
で
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
こ
と
と
な
っ
た
と
き
。

2　

申
請
書
又
は
そ
の
添
付
書
類
に
故
意
に
虚
偽
の
記
載
を
し
た
と
き
。

六　

資
格
の
有
効
期
間
の
更
新
手
続　

県
に
お
い
て
競
争
入
札
が
見
込
ま
れ
る
年
度
に
競
争
入
札
に
参

加
す
る
者
に
必
要
な
資
格
等
に
つ
い
て
公
示
す
る
の
で
、
当
該
公
示
に
基
づ
き
申
請
書
類
を
提
出
す

る
こ
と
。

七　

資
格
に
関
す
る
文
書
を
入
手
す
る
た
め
の
手
段　

資
格
審
査
の
申
請
に
係
る
様
式
そ
の
他
の
資
格

に
関
す
る
文
書
は
、
山
梨
県
出
納
局
管
理
課
（
郵
便
番
号
四
〇
〇

－
八
五
〇
一
山
梨
県
甲
府
市
丸
の

内
一
丁
目
六
番
一
号　

電
話
〇
五
五

－

二
二
三

－

一
三
九
五
）
に
あ
ら
か
じ
め
連
絡
の
上
請
求
し
て

入
手
す
る
こ
と
。

八　

そ
の
他　

こ
の
告
示
の
施
行
の
際
、
現
に
物
品
等
に
係
る
競
争
入
札
に
参
加
す
る
者
に
必
要
な
資

格
等
（
平
成
十
四
年
山
梨
県
告
示
第
六
十
四
号
）
に
基
づ
き
資
格
を
有
す
る
者
は
、
こ
の
告
示
の
施

行
の
日
か
ら
令
和
三
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
の
間
（
当
該
資
格
が
効
力
を
有
す
る
間
に
限
る
。
）

は
、
こ
の
告
示
に
基
づ
く
資
格
を
有
す
る
者
と
み
な
す
。

公　
　
　

告

◉　

換
地
計
画
の
決
定

土
地
改
良
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号
）
第
八
十
九
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
県

営
中
山
間
地
域
総
合
整
備
事
業
（
双
葉
北
部
地
区
第
一

－

二
工
区
）
の
換
地
計
画
を
定
め
た
の
で
、
同

条
第
四
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
八
十
七
条
第
五
項
の
規
定
に
よ
り
公
告
し
、
及
び
次
の
と
お
り

関
係
書
類
を
縦
覧
に
供
す
る
。
な
お
、
こ
の
公
告
に
係
る
決
定
に
対
し
て
不
服
が
あ
る
と
き
は
、
山
梨

県
知
事
に
審
査
請
求
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
ま
た
、
こ
の
公
告
に
係
る
決
定
に
つ
い
て
は
、
前
記
の

審
査
請
求
の
ほ
か
、
山
梨
県
を
被
告
と
し
て
、
取
消
し
の
訴
え
を
提
起
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

令
和
二
年
三
月
十
六
日

山
梨
県
知
事　
　

長　
　

崎　
　

幸
太
郎



発
行
者
　
　
山
　
梨
　
県
　
　
甲
府
市
丸
の
内
一
丁
目
六
番
一
号
　
　
　
　
　
印
刷
所
　
㈱
サ
ン
ニ
チ
印
刷
　
甲
府
市
北
口
二
丁
目
六
番

山
梨
県
公
報
　
　
第
八
十
号
　
　
令
和
二
年
三
月
十
六
日

一
二
二

五　

取
消
訴
訟
の
出
訴
期
間　

こ
の
公
告
の
日
か
ら
令
和
二
年
九
月
十
六
日
ま
で


